
暮らしの情報欄
　
町
で
は
、
町
内
に
住
宅
を
新
築
、
建
て
替

え
ま
た
は
建
売
住
宅
（
建
築
確
認
日
か
ら
５

年
を
経
過
し
て
い
な
い
住
宅
）
を
購
入
さ
れ

た
方
に
対
し
、
住
宅
取
得
に
要
し
た
費
用
を

助
成
し
て
い
ま
す
。

新
築
マ
イ
ホ
ー
ム
取
得
助
成
金　
　
最
大
55
万
円
を
助
成
し
ま
す

▼�

申
請
期
限　
住
宅
取
得
に
伴
う
登
記
の
日

か
ら
１
年
以
内

▼
申
請
締
め
切
り
日　
11
月
１
日
㈪

▼
助
成
金
額　
25
万
円

※�

左
記
加
算
事
由
に
該
当
す
る
場
合
、
そ
れ

ぞ
れ
助
成
金
に
加
算
し
ま
す
。

　

�（
助
成
金
の
交
付
は
、
同
一
申
請
者
（
同

居
人
も
含
む
）
に
対
し
て
１
回
限
り
と
し

ま
す
。）

令
和
３
年
度
新
築
マ
イ
ホ
ー
ム
取
得

助
成
金
の
ご
案
内

加算要件 加算金額

中学生以下の子どもと
同居する世帯

５万円／１人
（上限 15万円）

転入世帯※ 10万円

テレワークにより勤務
を行う転入世帯 ５万円

※下記フロー図参照

●住宅取得前に町内に居住している場合
（例：利根町内の仮住まいに転入した後、新築住宅を取得して転居したなど）

助成金の交付を受けようとする方（以下「申請者」）またはその配
偶者の方が、転入日前１年以上利根町の住民でない

はいはい いいえいいえ

いいえいいえ

転入日から１年以内に住宅を取得している

はいはい

●住宅取得後に転入する場合
申請者または配偶者の方が、転入
日前１年以上利根町の住民でない

加算用件に
該当します

はいはい

加算用件に
該当しません

いいえいいえ

本助成金の申請には所定の要件がありま
す。詳細につきましては、町公式ホームペー
ジをご覧になるか、政策企画課地域振興係
までお問い合わせください。

▶問い合わせ先　政策企画課　地域振興係　☎６８－２２１１（内線３３２）　Mail：chiiki@town.tone.lg.jp

制度区分 対象者の区分 所得制限 対象となる方と対象期間

県の制度

妊産婦

あり

母子健康手帳の交付日が属する月の初日から、出産日の属する月の翌月の末日まで

小児 出生の日から高校生年齢相当の学年末まで
※中学生・高校生年齢相当の方は、県の制度は入院のみ助成

ひとり親家庭の
母子・父子

離婚、死別などにより配偶者のいない方で、18歳未満のお子さんを養育している方とその
お子さんを対象に、お子さんが 18歳になる学年末まで（子が重度障害に該当する場合や、
高校在学中の場合は 20歳まで）助成しています。

重度心身
障がい者

①身体障がい者手帳１級・２級の方または内部障害を理由とする３級に該当される方
②療育手帳の判定がAまたはⒶに該当される方　③障害年金１級を受け取っている方
④精神障害者保健福祉手帳１級に該当される方　　など
※ 65歳以上の方は『後期高齢者医療保険被保険者』に限り対象となります。

町の制度 特例小児 なし ①出生の日から高校生年齢相当の学年末までの年齢の方で、県の所得制限を超えて非該当に
なっている方　②中学生、高校生年齢相当の方の外来診療費

医
療
福
祉
費
支
給
制
度　
　
マ
ル
福
に
つ
い
て

医
療
福
祉
費
支
給
制
度
（
マ
ル
福
）

を
ご
存
じ
で
す
か
？

　
町
で
は
、
医
療
福
祉
費
支
給
制
度
（
マ
ル

福
）
に
該
当
す
る
方
へ
、
医
療
保
険
が
適
用

と
な
る
入
院
や
外
来
、
調
剤
に
か
か
る
医
療

費
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　

下
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当
と
な
る
方
に

は
、「
医
療
福
祉
費
受
給
者
証
」
を
交
付
し

て
い
ま
す
の
で
、
ま
だ
申
請
を
し
て
い
な
い

方
は
、
お
早
め
に
保
険
年
金
課
窓
口
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

▼�

申
請
に
必
要
な
書
類
（
各
区
分
共
通
）

①
対
象
者
の
健
康
保
険
証

②
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
式
は
不
可
）

③�

本
人
ま
た
は
保
護
者
名
義
の
預
金
通
帳
ま

た
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

④�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
通
知
カ
ー
ド
な
ど
）

①
～
④
（
各
区
分
共
通
）
の
ほ
か
に
、

●
妊
産
婦
の
方
…
母
子
健
康
手
帳

●�

重
度
心
身
障
が
い
者
の
方
…
身
体
障
害
者

手
帳
な
ど
、
障
が
い
の
程
度
を
証
明
す
る

書
類

●
ひ
と
り
親
家
庭
の
方
…
戸
籍
関
係
書
類

　
な
ど
対
象
区
分
に
よ
っ
て
必
要
と
な
る
書

類
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼�

問
い
合
わ
せ
先　

保
険
年
金
課　

医
療

年
金
係　

☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線

１
７
７
）

加算用件に
該当しません

加算用件に該当しません加算用件に該当します

３
７
０
９

８
１
０

ー

利 根 町 大 字 布 川 ８ ４ １ 番 地 １

利　 根　 町　 長　　 行

料
金
受
取
人
払
郵
便

龍
ケ
崎
局

承
　
　
認

差
出
有
効
期
間

令
和
４
年
３
月

31
日
ま
で （ 切 手 を は ら ず に こ の ま ま 投 か ん し て く だ さ い ）

（ 総 務 課　 秘 書 広 聴 係 扱 い ）

「
町
長
へ
の
手
紙
」
で

あ
な
た
の
ご
意
見
・
ご
提
案
を

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
‼

「
町
づ
く
り
」
は

　
町
民
と
行
政
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら

45
6

　
「
町
長
へ
の
手
紙
」
は
、
町
民
の
皆
さ
ま
の
声
を
町

政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　
広
報
紙
を
活
用
し
て
町
民
の
皆
さ
ま
に
お
配
り
い
た

し
ま
す
。
皆
さ
ま
が
、
普
段
の
生
活
の
中
で
思
っ
て
い

る
こ
と
、
お
気
づ
き
の
こ
と
、
町
に
取
り
組
ん
で
も
ら

い
た
い
こ
と
、
改
善
し
て
ほ
し
い
こ
と
、
お
住
ま
い
の

地
域
の
課
題
や
展
望
な
ど
、
町
づ
く
り
に
関
す
る
ご
意

見
・
ご
提
案
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
全
て
の
ご
意
見
を
、
す
ぐ
に
実

行
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
皆
さ
ま
と
共
に

考
え
、
共
に
研
究
し
、
で
き
る
限
り
町
政
に
反
映
し
て

ま
い
り
ま
す
。

※�

ご
意
見
は
、
下
の
用
紙
の
裏
面
に
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。

　
ま
た
、
必
ず
ご
住
所
、
お
名
前
、
電
話
番
号
を
明
記

の
上
、
お
送
り
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま

す
。
匿
名
や
ペ
ン
ネ
ー
ム
、
誤
っ
た
記
載
の
場
合
、
回

答
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
内
容
に
よ
っ

て
は
、
回
答
ま
で
に
時
間
が
掛
か
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま

す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
願
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
課　
秘
書
広
聴
係　
☎
68
‐
２
２
１
１
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